
随意契約結果（物品等） 第１四半期分

No. 案　件　名　称 物品種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号）
ＷＴＯ

1 行政手続法追録ほか１９点　概算買入 51図書 （株）ぎょうせい ¥2,632,190 4月1日

地方自治法施行令第

167条の2第1項第2

号

Ｇ８ ー

2 駐車場共通回数券ほか1点印刷 08特殊印刷 アマノ株式会社 1,744,600 5月27日

地方自治法施行令第

167条の2第1項第2

号

Ｇ３ ー

3 野崎公園ほか7公園遊具修繕 建物修繕 日都産業(株) ¥1,870,000 6月28日

地方自治法施行令第

167条の2第1項第2

号

Ｇ３ ー

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
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１　案件名称 行政手続法追録ほか19点　概算買入

２　契約相手方 株式会社ぎょうせい

〒136-8575

東京都江東区新木場１－１８－１１

（03）6892-6666

３　随意契約理由

４　根拠法令 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

５　担当部署 建設局総務部総務課

随意契約理由書

　今回購入する図書は、すでに購入している図書の追録分であり、事務参考用に使用する
ものであるが、出版元である上記業者が、唯一の販売業者であり、地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号に該当するため、上記契約相手方との随意契約を依頼するもので
ある。



２ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称   

駐車場共通回数券ほか１点印刷 

 

２ 契約の相手方 

  アマノ株式会社  

 

３ 随意契約理由 

今回印刷する駐車場共通回数券は市立駐車場駐車管制設備に対応する磁

気券です。 

本回数券は、アマノ株式会社が独自に開発したシステムにより製造された

ものであり、他に互換性を持つ製品はありません。また、磁気情報について

も同社の保有する機密であり、同社以外では取り扱われていません。 

そのため、本回数券の印刷については、本システムの全般部品を供給し、

代理店を介さず直接事業を請け負っている上記業者への随意契約を依頼し

ます。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  建設局 道路河川部 調整課  



３ 

随 意 契 約 理 由 書 

 

１ 修繕名称 

  野崎公園ほか７公園遊具修繕 

 

２ 契約相手方 

日都産業株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本件は、野崎公園、本庄小公園、中津公園、島屋公園、春日出北公園、西九条上公

園、南天満公園、伝法西公園の遊具について修繕を行うものである。 

野崎公園、本庄小公園、中津公園、島屋公園、春日出北公園、西九条上公園につい

て、幼児用ブランコの金具・鎖の損耗、座板・塗装の劣化している状況である。 

南天満公園、伝法西公園の幼児用ブランコについても、鎖の損耗が判明したため、    

来園者に継続的に安全な遊具として提供する必要があることから修繕を行うものであ

る。 

当該遊具は上記業者が設計製作したもので、取替部品は他社では製造していない。 

また、遊具全体の安全性の確認も含め修繕後の一貫した責任と性能についての保証を

持たせる必要があることから、上記業者に随意契約を依頼するものである。 

 

４ 法令根拠 

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  建設局 北部方面管理事務所 扇町公園事務所 


